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１．食品表示とは
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1. 食品表示とは

• 食品を安全に取り扱い、使用するため

• 自主的・合理的に食品を選択するため

食品と消費者をつなぐ大事な情報手段

安全な食品を
食べたい

（衛生事項）

食品の品質を
知りたい

（品質事項）

栄養情報を
知りたい

（保健事項）

期限表示
保存方法
添加物
アレルギー
等

原材料名
原産地
内容量
等

栄養成分
等
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これまでは・・・

消費者庁資料より
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食品表示法
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２．食品表示の基本
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2. 食品表示の基本

食品表示は、大きく２つに分けられます。

・生鮮食品 ・加工食品
野菜、肉、魚、米 菓子、冷凍食品、

など 弁当など
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生鮮食品・加工食品の分類

具体例
生鮮
食品

加工
食品

農産物

単品の野菜を単に切断したもの
例：カット野菜、カットフルーツ

〇

複数の野菜を切断した上で混ぜ合わせたもの
例：サラダミックス、炒め物ミックス

〇

オゾン水、次亜塩素酸ソーダ水による殺菌洗浄
したもの

〇

ブランチングした上で冷凍した野菜 〇

ベビーリーフ（複数種類の幼葉を混ぜ合わせた
もの）

〇

ポイント

複数の農産物を混ぜ合わせたものは、それ自身が一
つの製品（調理された食品）であることから加工食
品となります。
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生鮮食品・加工食品の分類

具体例
生鮮
食品

加工
食品

畜産物

合挽肉 〇

複数の部位の食肉を切断した上で調味せずに一
つのパックに包装したもの（同一種類）

〇

複数の部位の食肉を切断した上で調味液につけ
て一つのパックに包装したもの

〇

複数の種類の食肉と野菜を切断した上で、調味
せず一つのパックに盛り合わせたもの

〇

スパイスをふりかけた食肉 〇

たたき牛肉 〇

焼き肉のたれを混合した食肉 〇

パン粉を付けた豚カツ用豚肉 〇

ポイント
調味をしたり、表面をあぶったものは加工食品となります。
加工食品と生鮮食品を混合したものは加工食品となります。
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生鮮食品・加工食品の分類

具体例
生鮮
食品

加工
食品

水産物

マグロ単品の刺身 〇

マグロ単品の刺身にツマ・大葉が添えられているもの 〇

複数の種類の刺身を盛り合わせたもの 〇

マグロとキハダとメバチを盛り合わせたもの 〇

赤身とトロを盛り合わせたもの 〇

尾部（及び殻）のみを短時間の加熱（ブランチングにより赤
変させた大正エビ 〇

短時間の加熱（ブランチング）を行い殻を開けてむき身を取
り出したアサリ 〇

鍋セット 〇

蒸しダコ 〇

塩蔵ワカメを塩抜きしたもの 〇

身を取り出し、開き、内臓を除いた上で冷凍した赤身のむき
身 〇

一種類の魚のカマや身アラの詰め合わせ 〇
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①生鮮食品

農産物
●「名称」と「原産地」の表示が必要です。

●食品の特性に応じて表示が必要な事項があり
ます。

こまつな

栃木県産

名称：その内容を示す一般
的な名称を表示します。

原産地：国産品は「都道府
県名」、輸入品は「原産国
名」を表示します。
市町村名やその他一般に知
られている地名を表示する
こともできます。
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①生鮮食品

畜産物
●「名称」「原産地」の他、食品表示基準別表
24に基づく義務表示事項を表示します。

※公正競争規約、計量法で定められた項目も確認してく
ださい。

栃木県産

豚ロース肉
100g ○○○円

パック詰めされていないもの

栃木県産

豚ロース肉（解凍）
消費期限 ２０××.〇.△

（４℃以下で保存）
100g当たり（円） 価格（円）
内容量（ｇ） ○○ｇ
加工者 栃木県庁スーパー(株)

栃木県○○市〇-△

パック詰めされているもの
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①生鮮食品

卵
●卵は「名称」「原産地」の他、食品表示基準別表
24に基づく義務表示事項を表示します。

※農林水産省鶏卵規格取引要綱も確認してください。

名 称：鶏卵
原 産 地：国産
選別包装者：○○養鶏場（株）

栃木県○○市〇-△
賞味期限 ：２０××.〇.△
保存方法 ：10℃以下で保存
使用方法 ：生食の場合は賞味期限内に

使用し、賞味期限経過後は
十分加熱調理してください。

パック詰めされているもの
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①生鮮食品

水産物
●「名称」「原産地」「解凍、養殖」の他、食
品表示基準別表24に基づく義務表示事項を表示
します。

※計量法で定める「特定商品」に該当する場合
は内容量の表示が必要です。

栃木県産

鮎（養殖）

パック詰めされていないもの

韓国産（北太平洋） 解凍

メバチマグロ（刺身用）
賞味期限 ２０××.〇.△
保存方法 10℃以下で保存
加工者 栃木県庁スーパー(株)

栃木県○○市〇-△
正味量 ○○ｇ ○○○円

パック詰めされているもの
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①生鮮食品

玄米及び精米（容器包装されたもの）
●「名称」「原料玄米」「内容量」「調整時期、
精米時期または輸入時期」「食品関連事業者の
氏名又は名称、住所及び電話番号」の表示が必
要です。

名称 精 米

原料玄米 産地 品種 産年

単一原料米
栃木県 コシヒカリ ○○年産

内容量 ○○㎏

精米時期 ○○年○○月〇旬

販売者 栃木県庁(株)
栃木県○○市〇-〇 000-0000-0000

令和３年７月から
表示制度が一部変
わりました。

単一玄米の場合
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②加工食品（一括表示）

名 称 焼き菓子

原材料名

（アレルゲン）

バター（乳成分を含む）、小麦粉、

卵

添加物
膨張剤、香料、乳化剤（大豆由

来）

原料原産地 バター（北海道製造）

内容量

（固形量・総量）
○○ 枚

消費期限

（又は賞味期限）
20××.〇.○○

保存方法 直射日光や高温多湿を避けて保存

製造者

（食品関連事業者）

栃木 太郎

栃木県宇都宮市塙田１－１－２０

栄養成分表示
１食分（●g）当たり

熱 量 ○○○kcal
たんぱく質 □□ｇ
脂質 ●●ｇ
炭水化物 △△ｇ
食塩相当量 ××ｇ

食品表示基準の

別記様式１に基づく内容・順序

食品表示基準の

別記様式２に基づく内容・順序

一定の要件に該当する場合（８項目）

アレルゲン、L-フェニルアラニン化合物、

特定保健用食品、機能性表示食品、

遺伝子組換え食品、乳幼児規格適用食品、

原料原産地名、原産国名
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１ 名 称

名称 ≠ 商品名
名称は「一般的な名前」を書きます。

× とちまるくんクッキー

○ 焼き菓子、クッキー
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名称の表示方法が定められている食品
（食品表示基準別表４）

• 農産物缶詰及び農産物
瓶詰

• トマト加工品

• 乾しいたけ

• 農産物漬物

• ジャム類

• 乾めん類

• マカロニ類

• パン類

• 凍り豆腐

• ハム類

• プレスハム

• 混合プレスハム

• ソーセージ

• 混合ソーセージ

• ベーコン類

tochigi pref. 2021.ver.01

• 畜産物缶詰及び畜産物
瓶詰

• 煮干魚類

• 魚肉ハム及び魚肉ソー
セージ

• 削りぶし

• うに加工品

• うにあえもの

• 乾燥わかめ

• 塩蔵わかめ

• みそ

• しょうゆ

• ウスターソース類

• ドレッシング及びド
レッシングタイプ調味
料

• 食酢

• 風味調味料
• 乾燥スープ
• 食用植物油脂
• マーガリン類
• 調理冷凍食品

• チルドハンバーグス
テーキ

• チルドミートボール
• チルドぎょうざ類
• レトルトパウチ食品

• 調理食品缶詰及び調理
食品瓶詰

• 炭酸飲料
• 果実飲料
• 豆乳類

• にんじんジュース及び
にんじんミックス
ジュース
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名称の使用が定められている食品
（食品表示基準別表５）

• トマト加工品

• 乾しいたけ

• マカロニ類

• ハム類

• プレスハム

• 混合プレスハム

• ソーセージ

• 混合ソーセージ

• ベーコン類

• 魚肉ハム及び魚肉
ソーセージ

• 削りぶし

• うに加工品

• うにあえもの
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• チルドぎょうざ類

• 豆乳類

• にんじんジュース及び
にんじんミックス
ジュース

• 乾燥わかめ

• 塩蔵わかめ

• みそ

• しょうゆ

• ウスターソース類

• ドレッシング及びド
レッシングタイプ調
味料

• 食酢

• 乾燥スープ

• 食用植物油脂

• マーガリン類

• チルドハンバーグス
テーキ

• チルドミートボール
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２ 原 材 料 名

・原則使用した原材料を全て記載します（水を除く）。
・原材料に占める重量の割合の高いものから順に記載します。

表示例

原材料名
小麦粉（国内製造）、マーガリン（乳成分を含む）、砂糖、
植物油脂（大豆を含む）、卵、バター、卵黄、デンプン、
異性化液糖、全粉乳、紅茶エキス、脱脂粉乳、食塩

※原材料は、最も一般的な名称（当該原材料についている名称）で表示します。
※複合原材料は、複合原材料名の後ろに（ ）を付け、複合原材料中の原材料名を重量の割
合の高いものから順に表示します。
例）マヨネーズ（食用食物油脂、卵黄、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖）

【複合原材料の表示を省略できる場合】
①複合原材料の原材料が３種類以上ある場合には、その複合原材料の原材料に占める
重量の割合の高い順が３位以下であって、かつ、その割合が５％未満である原材料に
ついて「その他」と表示することができます。
②複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が５％未満である場合又は、複合原
材料の名称からその原材料が明らかである場合には、その複合原材料の原材料名の表
示を省略できます。

tochigi pref. 2021.ver.01
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３ 添 加 物
食品と添加物を分け・・・
食品→添加物の順にそれぞれ重量順に記載します。

【表示例】

① 食品と添加物の間に「／」を入れて記載する。

③ 食品と添加物を別の欄を設けて記載する。

② 食品と添加物を改行して記載する。

食材の間を「／」で
区切らないこと

食材の間で「改行」
を行わないこと

tochigi pref. 2021.ver.01

25

添加物の名称の記載方法

•原則、使用した全ての添加物を「物質名」で表
示します。

•物質名と用途名の併記が必要なものがあります。
①甘味料 ②着色料 ③保存料

④増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料

⑤酸化防止剤 ⑥発色剤 ⑦漂白剤

⑧防かび剤又は防ばい剤

例）甘味料（スクラロース）、保存料（ソルビン酸）

tochigi pref. 2021.ver.01
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表示の義務 特定原材料等の名称 理 由 品目数

特定原材料 えび、かに、小麦、そば、卵、
乳、落花生

特に発症数、重篤
度から勘案して表
示する必要性の高
いもの

７品目

特定原材料に
準ずるもの

アーモンド、あわび、いか、
いくら、オレンジ、カシュー
ナッツ、キウイフルーツ、牛
肉、くるみ、ごま、さけ、さ
ば、大豆、鶏肉、バナナ、豚
肉、まつたけ、もも、やまい
も、りんご

症例数や重篤な症
状を呈する者の数
が継続して相当数
みられるが、特定
原材料に比べると
少ないもの

２１品目

ゼラチン
牛肉・豚肉由来で
あることが多く、
単独表示の要望も
多いため

アレルゲン

別表第１４

通知の別添

義務表示

表示を奨励

健康被害を起こさないようにするため、特定のアレルゲンを含む食品に
は、その旨表示します。

tochigi pref. 2021.ver.01
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①個別表示

・個々の原材料の直後に（ ）付け表示します。

・繰り返しになるアレルゲンは省略可能です。

・特定原材料そのものが表示されている場合等は省略可能です。

アレルゲンの表示方法

原材料名

小麦粉、マーガリン（乳成分を含む）、砂糖、植物油脂
（大豆を含む）、卵、バター、卵黄、デンプン、異性化液
糖、全粉乳、紅茶エキス、脱脂粉乳、食塩／加工デンプン、
乳化剤（大豆由来）、香料（卵・乳・ゼラチン由来）、膨
張剤、カロテノイド色素、調味料（アミノ酸）

原材料名

小麦粉、マーガリン（乳成分を含む）、砂糖、植物油脂
（大豆を含む）、卵、バター、卵黄、デンプン、異性化液
糖、全粉乳、紅茶エキス、脱脂粉乳、食塩／加工デンプン、
乳化剤（大豆由来）、香料（卵・乳・ゼラチン由来）、膨
張剤、カロテノイド色素、調味料（アミノ酸）

省略した場合の表示例

tochigi pref. 2021.ver.01
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②一括表示

・まとめて、最後に（ ）に表示します。

・特定原材料等そのものが原材料として表示されている場

合や代替え表記等で表示されているものも原則省略せず

表示します。

アレルゲンの表示方法

原材料名

小麦粉、マーガリン、砂糖、植物油脂、卵、バター、卵黄、
デンプン、異性化液糖、全粉乳、紅茶エキス、脱脂粉乳、
食塩／加工デンプン、乳化剤、香料、膨張剤、カロテノイ
ド色素、調味料（アミノ酸）、（一部に小麦・乳成分・大
豆・卵・ゼラチンを含む）

tochigi pref. 2021.ver.01
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アレルゲンの表示の注意点

●原材料：原材料名（○○を含む）と表示します。
（例）小麦を含む、卵・大豆を含む、

乳成分を含む

●添加物：添加物名（○○由来）と表示します。
（例）小麦由来、乳由来

●個別表示と一括表示を組み合わせ使うことはでき
ません。

tochigi pref. 2021.ver.01

30



tochigi pref. 2021.ver.01

31

遺伝子組換え、遺伝子組換え不分別

遺伝子組換えでない

義務表示

任意表示

表示の対象 （別表第17）
大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん
菜、パパイヤの８作物及びその加工品

遺伝子組換え食品の表示

●令和5(2023)年4月1日から任意表示が変わります（H31.4.25公布）

（大豆、とうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品が対象）

詳細は「新たな遺伝子組み換え表示について」の動画を御覧ください。
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４ 原 料 原 産 地

・すべての国内製造の加工食品について表示します。
・重量順位第一の原材料の原産地を表示します。

表示例

原材料名

小麦粉、マーガリン（乳成分を含む）、砂糖、植物油脂
（大豆を含む）、卵、バター、卵黄、デンプン、異性化
液糖、全粉乳、紅茶エキス、脱脂粉乳、食塩／加工デン
プン、乳化剤（大豆由来）、香料（卵・乳・ゼラチン由
来）、膨張剤、カロテノイド色素、調味料（アミノ酸）

原料原産地
小麦粉（国内製造）
※原材料名の欄内に、重量順位一位の原材料の後ろに（ ）を付けて表示する
こともできます。

【原料原産地名の注意点】
・生鮮食品が重量順位一位の場合：原産地を表示します。

例）玉ねぎ（栃木県）、玉ねぎ（栃木県産）
・加工食品が重量順位一位の場合：製造地を表示します。

例）りんご果汁（栃木県製造）

詳細は「加工食品の原
料原産地表示につい
て」の動画を御覧くだ
さい。

tochigi pref. 2021.ver.01
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いずれかを明記
○内容重量は g 、Kg 等
○内容体積は ml 、L、ℓ 等
○内容数量は 個 等

※内容量を外見上容易に識別でき
る場合（下記の特定商品を除く）

内容量の省略が可能

計量法の規定に基づく表示（特定商品の販売に係る計量に関する政令第５条）

密封したときに特定物象量（内容量）を表記すべき特定商品
例: 「もち」は、「質量」を表示 →  g 、Kg

「しょうゆ」は「体積」を表示 →  ml 、L 、ℓ

６ 内容量 ： 基本は、総量表示

個別の表示規定のある場合は個別基準
に準じた表示が必要です。
例：パン類 （別表４）
①内容数量を表示する。ただし、１個の場合は
省略することができる。
②その他のパンのうち、パン生地を圧延し、こ
れを切断、成形した物を焼いたものにあっては、
内容重量をｇ又はｋｇで表示することができる。
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内容量の表示方法が定められている食品
（食品表示基準別表４）

• 農ジャム類
• 乾めん類
• 即席めん
• パン類
• 凍り豆腐
• 煮干魚類
• 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ
• 削りぶし
• ドレッシング及びドレッシン
グタイプ調味料

• 乾燥スープ

tochigi pref. 2021.ver.01

• 調理冷凍食品
• チルドハンバーグステーキ
• チルドミートボール
• チルドぎょうざ類
• レトルトパウチ食品
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定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に
伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。

定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十
分に可能であると認められる期限を示す年月日。ただし、当該期限を超えた場合
であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。

※弁当の類にあっては、劣化が著しいため「時間」まで表示します。

「消費期限」

「賞味期限」

７ 賞味期限と消費期限

その期限を過ぎると安全性を欠くおそれがある

【期限表示の注意点】
・期限は、年月日の順に記載します。
・一括表示の外に表示する場合は、記載場
所が分かるように具体的に明記します。
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○特性に従って表示します。

○食品衛生法に保存基準があるものは基準に従い表示します。

※常温で保存が可能で、留意すべき事項がないときは、省略可能です。

８ 保 存 方 法

【表示例】

間違った例 正しい例 解説

要冷蔵
要冷蔵（10℃以下）

具体的な温度を記載しましょう
10℃以下で保存してください

欄外記載 欄外下部に記載 欄外の具体的な場所を示しま
しょう

開封後は、冷蔵庫で保存
してください

直射日光を避け、冷暗所で保管
してください

開封後の注意事項は、欄外に記
載しましょう
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37

９ 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

を記載すること

・食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は
名称及び住所を書きます。

・事項名は、表示内容に責任を有する者を書きます。

製造業者である場合・・・「製造者」
加工業者である場合・・・「加工者」
輸入業者である場合・・・「輸入者」
販売者である場合・・・・「販売者」

販売者
栃木 太郎

栃木県○○市△-□

製造所 ○○株式会社 ○○県○○市△△

【表示例】

食品関連事業者と製造所、加工所が異なる場
合は製造所や加工所を書きます。
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「製造所又は加工所の所在地」
「製造者又は加工者の氏名又は名称」

＜表示方法＞

食品関連事業者と製造所・加工所の所在地が異なる場合は、

「製造所・加工所の所在地」も表示します。

所在地は地番まで表示します。

県庁所在の市は県名を省略可

→本県では「宇都宮市」の製造所・加工所のみ

同一都道府県内に同一町村名がない場合は郡名を省略可

法人の場合は法人名を表示

工場名等の場合は･･･

「(株)栃木（宇都宮工場）」「(株)栃木 宇都宮工場」

個人の場合は個人の氏名を表示します。（屋号の併記可）

製造所の所在地、製造者の氏名又は名称
原則として・・・

を記載すること

１マス開ける

tochigi pref. 2021.ver.01

39

同一製品を２つ以上の製造所で製造しており、包材を共有

している場合、あらかじめ消費者庁に届け出た製造所を表

す記号（＝製造所固有記号）を表示することで、製造者の

本社等の所在地・氏名又は名称をもって、製造所所在地・

氏名又は名称の表示に代えることができる。

→ただし、次のいずれかの事項を表示しなければならない
①製造所所在地又は製造者氏名、名称の情報を求められたときに
回答するものの連絡先

②製造所固有記号が表す製造所所在地及び製造者氏名又は名称を
表示したウェブサイトのアドレス（二次元コード等含む）

③全ての製造所所在地又は製造者氏名、名称及び製造所固有記号

製 造 所 固 有 記 号

「＋（プラス）」を冠して表示します。 例）＋CAA123
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これまでとの違い
tochigi pref. 2021.ver.01

販売者 株式会社栃木県庁 AB
栃木県〇〇市〇〇

販売者 株式会社栃木県庁
栃木県〇〇市〇〇

製造者 〇〇株式会社
栃木県▲▲市〇〇

販売者 株式会社栃木県庁 ＋CD
栃木県〇〇市〇〇

製造者の情報は下記にお問い合わせ
ください。
〇〇〇ー〇〇〇ー〇〇〇〇

旧
基
準

新
基
準

１つの工場で製造する場合 ２つ以上の工場で製造する
商品で製造所固有記号を使
用する場合

製造所固有記号

製造所固有記号
「＋」を付ける

製造所固有記号は使用できない
→製造者名と所在地を記載する 製造所等の情報提供が必要

41

「同一製品」とは
同一の規格で、同一の包材を使用した製品であること

「同一の規格」とは
原材料及び添加物の配合、内容量等、包材に表示され
る内容が同一であること

「同一の包材」とは
いわゆるデザイン部分及び表示部分が同一であること

同一製品の考え方

中身が同じでも
ダメ！

【同一製品とみなせない例】

500 ｍｌ 350 ｍｌ

キャンペーン
実施中
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自社の２つ以上の工場で製造している場合

２つ以上の製造所の考え方

【自社工場 A】

【自社工場 B】

他社の２つ以上の工場で製造している場合

【他社工場 C 】

【他社工場 D】

製造者
○○株式会社 ＋A

本社所在地・・・・

【本社：○○株式会社】

【○○株式会社】
販売者

○○株式会社 ＋C

○○株式会社所在地･･･

【表示例】

【表示例】

製造者
○○株式会社 ＋B

本社所在地・・・・

お客様相談室：TEL028－623－3114

製造所固有記号についてはホームページを御確認ください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/

販売者
○○株式会社 ＋D

○○株式会社所在地･･･

製造所固有記号についてはホームページを御確認ください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/

お客様相談室：TEL028－623－3114
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自社と他社の工場の併せて２つ以上の工場で製造している場合

２つ以上の製造所の考え方

【自社工場 A】

【他社工場
C】

○○株式会社 ＋A

本社所在地・・・・【本社：○○株式会社】

固有記号 ＋A：栃木県宇都宮市・・・・・
＋C：栃木県足利市・・・

【表示例】

名 称

原材料名

内容量

賞味期限

保存方法

○○株式会社 ＋C

本社所在地・・・・

固有記号 ＋A：栃木県宇都宮市・・・・・
＋C：栃木県足利市・・・

tochigi pref. 2021.ver.01

44



「製造所固有記号」は、有効期間を５年とし、更新制が導入されま

した。期限90日前から更新が可能です。

更新しない場合は、「廃止」の扱いとなり、製造所固有記号が使用

できなくなります。

製造所固有記号の届出

製造所固有記号制度届出データベース 検索

食品関連事業者が、消費者庁のホームペー
ジから製造所固有記号の届出を行います。

tochigi pref. 2021.ver.01
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３．食品表示の方法
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3. 食品表示の方法

読みやすく、理解しやすいような用語により
正確に行う。

容器包装を開かないでも容易に見ることがで
きるようにする。

表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と
対照的な色とする。

表示の文字の大きさ

・原則８ポイント以上

（日本産業規格ZB305（1962））
・表示可能面積が150㎠以下は、5.5ポイン
ト以上

tochigi pref. 2021.ver.01
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４．食品表示の
省略規定
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4. 食品表示の省略規定（加工食品）

①食品を製造し、又は加工した場所で販売する

場合は下記の項目は省略可能

・原材料

（添加物、アレルゲンは省略不可）

・内容量

・栄養成分の量及び熱量

・食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

・原料原産地名（原産国名）

tochigi pref. 2021.ver.01
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4. 食品表示の省略規定（加工食品）

①食品を製造し、又は加工した場所で販売する

場合は下記の項目は省略可能

名 称 焼き菓子

原材料名

（添加物・

アレルゲン）

バター（乳成分を含む）、小麦粉、

卵 / 膨張剤、香料、乳化剤（大

豆由来）

原料原産地 バター（北海道製造）

内容量 ○○ 枚

賞味期限

（又は消費期限）
20××.〇.○○

保存方法 直射日光や高温多湿を避けて保存

製造者

（食品関連事業者）

栃木 太郎

栃木県宇都宮市塙田１－１－２０

栄養成分表示
１食分（●g）当たり

熱 量 ○○○kcal
たんぱく質 □□ｇ
脂質 ●●ｇ
炭水化物 △△ｇ
食塩相当量 ××ｇ

赤字の部分は省略でき
ません！
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4. 食品表示の省略規定（加工食品）

②表示可能面積が、おおむね30㎠以下の場合は下記の
項目は省略可能

・原材料

（添加物、アレルゲンは省略不可）

・内容量

・栄養成分の量及び熱量

・食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

・原料原産地名（原産国名）

・添加物

・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称

（食品関連事業者の氏名及び住所の表示は要しないとさ

れているものを除く）

・遺伝子組み換え食品に関する事項

tochigi pref. 2021.ver.01
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4. 食品表示の省略規定（加工食品）

②表示可能面積が、おおむね30㎠以下の場合は
下記の項目は省略可能

名 称 焼き菓子

原材料名

（添加物・

アレルゲン）

バター（乳成分を含む）、小麦粉、

卵 / 膨張剤、香料、乳化剤（大

豆由来）

原料原産地 バター（北海道製造）

内容量 ○○ 枚

賞味期限

（又は消費期限）
20××.〇.○○

保存方法 直射日光や高温多湿を避けて保存

販売者

（食品関連事業者）

栃木 太郎

栃木県宇都宮市塙田１－１－２０

栄養成分表示
１食分（●g）当たり

熱 量 ○○○kcal
たんぱく質 □□ｇ
脂質 ●●ｇ
炭水化物 △△ｇ
食塩相当量 ××ｇ

赤字の部分は省略でき
ません！
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５．食品表示違反
をすると
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53

5. 食品表示違反をすると

正しい食品表示がされなかった場合、

食品表示法違反になり、回収命令
を受けたり、事業者名が公表され
たりすることがあります。
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６．食品表示相談窓口
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６. 相談窓口

県西健康福祉センター ℡0289-64-3028

県東健康福祉センター ℡0285-83-7220

県南健康福祉センター ℡0285-22-4235

県北健康福祉センター ℡0287-22-2364

安足健康福祉センター ℡0284-41-5897

事業所を管轄する健康福祉センター、保健所の生活衛生課へ

栃木県庁保健福祉部生活衛生課
℡028-623-3114

JAS法由来事項（品質事項（原料原産地等））について
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７．食品表示に関する
その他の法令

tochigi pref. 2021.ver.01
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７. 食品表示に関するその他の法律
米トレーサビリティ法
お米、米加工品について、産地表示等の情報を、生産から販売・提供までの

各段階を通じ、作成・保存し、伝達するもの。外食産業も対象。

牛トレーサビリティ法
BSEの蔓延防止措置の的確な実施や個体識別情報を提供するもの。

不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）
消費者が商品の選択をするに当たり、実際の商品よりも優良・有利と誤認さ

せる可能性のある表示に関して規制

□公正競争規約
各業界が自主ルールで、消費者庁及び公正取引委員会が認定したもの

健康増進法
健康の保持増進効果の表示に関する規定

計量法
食品表示の内容量に関する規定（特定商品の計量）
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公正競争規約
•表示規約：食品関係42件（R2.6.24現在）

もろみ酢
食品缶詰
粉わさび
削りぶし
凍り豆腐
生めん類
辛子めんたいこ食品
ハム・ソーセージ類
食肉
即席めん
包装食パン
鶏卵
食酢
味噌

ドレッシング類
しょうゆ
食用塩
観光土産品
はちみつ類
ビスケット類
チョコレート類
チョコレート利用食品
ローヤルゼリー
チューインガム
特定保健用食品
酒類（７規約）

マーガリン類
飲用乳
チーズ
アイスクリーム類

及び氷菓
発酵乳・乳酸菌飲料
果実飲料等
トマト加工品
コーヒー飲料等
豆乳類
レギュラーコーヒー

及びインスタント
コーヒー
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消費者庁ホームページ

• 食品表示法

• 食品表示基準

• 食品表示基準に係る通知

• 食品表示基準Q＆A

• 早わかり食品表示ガイド（事業者向け）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
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ご清聴
ありがとうございました。
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